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これまでの委員の主な意見（未定稿）  

※斜体文字は、第2回検討会における意見  

員の確保  

○／β慶人口カウ艶好デる中で、看護辟貞藤原．村看磋必好て㌔ある。  

○長者紆をノ吉Lた着か芳彦夏で仕事を虜／ナられるよぅ仁することが泌要である。  

○新卒者者紆の腰彫屠由に専ノ甲鰍租謬一彦好の不足が多く長者隊貞の居着仁ば新   

人抑塊豹野係Lて‾いる。  

（需給見通し等）  

○第6次看護職員需給見通しが出された直後に診療報酬において「7：1看護」が新設さ   

れ、看護師の著しい偏在が起こり、病院によっては病棟閉鎖するなど混乱した。制度改   

正などの情勢も踏まえた上で需給見直しを作成すべきではないか。  

○厨の斜度／二卿ってカウントLTいぐるのであろタカ〔屠場仁去っとノ看いニーズか為るにる   

かかわらす：需要ば蹴らカrL言い、屠場の屋謬との粛穿をいつる感■Cる。  

○霧潜屠居Lのぽかに望夏Lい愛といったるのがあるのかるLれをいカ〔看護礫貞需宿   

屋J夢L俵者忍者の窟針とをるるのであるため、一本化Lr需潜の眉題Lといぅ影瑠行   

j紺蜃をある窟度赤彦とLた上で、たとjぱ古年／野仁どの岸度愛力感か、といった影で立   

てき嵩吉得をいのでばをいか。  

○診療瀕励徴居をど玖献身改正が責務彫貞の需要／こ大き（影響を及ぼすため、制度孜   

jFに膠Lて■ぱこカを十分仁者虜すべきである。  

○修業年ノ野の彦長といったよラを動家政正仁つい丁る反顔させるべきであるカ〔ズ■きを都   

度助切った場合仁比途中亡君虔‾すこととLrる点いのでばをいか。  

○需給について、国家試験に合格した看護師と都道府県知事が実施する試験に合格した   

准看護師とを分けて考える必要があるのではないか。  

○看蕗隊貞の需給屠磨Lにば居着磨却塙含£わ乙右り、符仁磨方でば欠かぎをい人材で   

ああ  

○看護職員確保は、看護教育と関連しており、一丸となって対応しないと、少子化に対処   

できない。国は、将来的なグランドデザインを示して実行して欲しい。  

○医療現場は医師不足だけでなく、看護師不足もあり疲弊している。医療は人材がいな   

いと機能しない。人材確保のための原資の確保がなければ、患者に被害が及ぶ。国と   

してどう取り組むのか、どう予算化していくのか、姿勢を見せてもらいたい。  

○／β牟といラよラを長野の＃上野を作ること古老点らカるカミプレが潜当ス‘き路る盾贋二が為   

る。そラいラ意味でば、仮に／β卒と‘設定LたとLrる、ある窟虔の期／野、雛ば∫牟とい   

ぅところで中原居直Lが必要とをる。好仁館今のよぅ仁摩唐物仁方き（勢い丁いるとき   

仁、宿望長い劇野を対顔脱すること仁ばカーを妨無劇場るの甜をいか。   



（養成機関における学生の確保）  

○看護職員を確保するにもまず志願者がいることが必要。看護師になることの魅力をアピ   

ールするなど、今の若者の価値観に訴えるものがなければ人材は集まらない。  

○質の確保以前に、学生の数の確保が問題である。  

○肴碧草生の彦床仁ついて∴んnが逆ピラミッドソニをっ丁いる排ガをるっと深刻にとらj、   
どラすこればよいか者点るべき辟が来丁いる。定貞j努れLTいる養成ノ好を分析〆ることで、   

どのよタを大学、どのよラを責務静養成拙者者をこの分野に引き遜めるか、とンんが   

得ら′れるのでばをいノか。  

○少子化の中で看護職員を確保するためには、看護系大学やNPといった「王道」というも   

のがあるかもしれないが、定員割れする養成所を救うシステムや今働いている看護職   

員をサポートすることが重要である。  

○ 医学部は定員を増やしても定員を充足するが、看護系大学の場合、定員を充足するか   

が大きな問題であり、一定の規格の中で教育を行うようにすることが必要である。  

（離職防止対策）  

○離職対策について、3交代制にこだわらず、多様な勤務形態ができるようにして欲しい。  

○生活／くターンも多様化しており、夜勤だけを希望する人や昼間だけを希望する人もいる。   

米国ではこうした棲み分けができており、働きやすいと聞いているので、そのような方法   

も取り入れるべきではないか。  

○ 看屠掴す℃る．交替劫務をLをげカぱをらをいのでばをぐ、夜勤／ニ固定Lたシフトを   

原人が選べるよラ／二すること古屋い方：法で諺る。  

○多傍を労務併尉の膚⊥箸のノ野、疲隊長や事務長仁対Lrぱ、対岸を丘丁ケツニ看藤野の   

織機ぎんガ場合／ニス展墓棚「7．・7ノカせれを√をりどのぐらい腰収／ニをるカl示Lて讃   

」労するをどL、病蹴全体で屏雄むことが不可二欠で涛る。  

○離職理由については、実際に現場で働いている看護師からの意見を聞くべきである。  

○離職は大きな損失であり、離職対策を打つべきである。女性が多い職場であるため、子   

供を産み、家庭と両立することなど、働きながら生活がきちんとできる仕組みを作ること   

が必要である。  

○産扉の母鱈尿彦肋†葛錮きカ丁いをい、あるいば何らかの屠由で1軌眉す   

名こよができヂた磨膠Lた者があ妨野で漆る。  

○尉尿貴所を願Lたぐ丁る摩宮∠汐仁二実藤原穿をところカ†多いカ〔虜シ好の周辺の原音   

ノ所と題虜L、子の鼻眉の一部を虜腐カモ貞βするをどの対応る者点て1富どぅか。  

○森野原音を草原Lきれをい虜腐凄†多いカ〔病児床育オ切ることで、看題辞ば非常に安   

心Lて勤務することができる。  

○ 尿育士を小児材虜席亭に戯芽LてストックLて雰皆、尉虜育で腰カlる．県が多くをった   

引鼠吋房吉屏た屈す、といラ方二法をとっmlる。   



02年ごとの配置換えなどによって専門性を高めることができず、モチベーションが維持で   

きないという看護師の意見も聞く。こうしたことには比較的早急に対応可能と思われる   

ので、考慮してほしい。  

○看屠節の手ヤリア紺の一昔眉と貢彦とLこ′認定者彦鮒ど専戸ヲ鱈を深めたいと希望   

デる看静＝対Lて－ぱ屠厨を翫丁いる。芳た、磨炭β辛以上の看彦節に希望する部   

署で7ケ月またばa掛野教務する都度を窟／ナ、異易者望克が貞ガ／ニあっ丁いるカlどぅノか   

芽勧lめるごとができるよぅ／ニLて寡少、屠劇炭仁＃めたいといラこと／二をらをいよラユズ   

Lrいる。  

○居辛炭の看護節仁ば希望があゎ傭屠Lrいる。こわカ憺の看護好のぞデカ′とを   

、さ．  

（潜在看護職員）  

○看護職員確保対策には長期的対策と短期的対策があるのではないか。短期的対策と   

しては、潜在看護職員の実態を調べて対応することが必要ではないか。  

○ノ潜在看彦膠貞を密犀するための方法とLこ磨‘許蒼顔紺ナ百村応すること／真顔率タ夕   

子をく研修をどの彪二宥と潜み倉メフせることカt点いのでばをいカl。  

○医師や歯科医師のような届出制度を、看護職員にも導入すべきではないか。  

○産科が閉鎖された医療機関では、助産師が助産業務を行えず看護業務を行っており、   

医療機関内で助産師が潜在化している。こうした医療機関から、助産師が不足している   

医療機関への出向など、自治体単位で取り組むことが必要である。  

人看護職員の質の向上  

〔新人看上穿隊貞を育丁る脚化ノ  

○新人看彦節ば、新人で漆るために居着から7富好きカをいのでばをいカせ心度7LTいる   

場合るあるカ仁斎人であることを居着仁るわかるよぅ／こ名花をどで示すことにより、か克   

って岩音が教育仁かかわっ丁〝乙ることカ切る。贋す二丈此を＿居直L、示LTいぐことが必   

要である。  

○膠場全体手折人看護政吉家斉て「名といラ題亡者傾麒‾此ノが箸要でああ  

○新人責務隊貞研修戌穿紡止力唱ノ抒でばをぐ、そればあぐ夏で右岸票である。．重要をこ   

とば、掘全紡とLこ新人たけ拓く看芽隊貞をどのよラ／ニ貫こ定二者きダ丁いぐのか   

といぅことて㌔ある。  

（新人看護師の臨床実践能力）  

02002年の日本看護協会の調査で、103項目中、卒業時に「一人で出来る」と学生の7   

割以上が回答した項目は4つだけで、その時にかなり危機感を持った。文科省は検討   

会を2年やり、厚労省は到達目標を作った。これらに沿った教育を行うような努力を、大   

学、養成所ともにしてきた。新人看護師の能力は、2002年に比べると改善されていると   

いう印象を持っている。  
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○基礎教育と現場とのギャップが大きいということだが、大学ではこのギャップを埋める努   

力をしているのか。医師は診療しながら教えている。看護系大学の教授になると、臨床   

から遠く離れ、現場から遊離する知識を教えているのではないか。  

○新人でも即戦力となるのは、准看護師から進学コースを経て看護師になった看である。   

それは准看護師の免許を持って、就学中も現場を経験しているからである。他の新人   

看護師は実習で十分に実践ができないから即戦力にならない。実習では本当の医療   

はできないので、免許がなければ何もできない。  

（新人看護職員研修制度）  

○新人看護職員の離職が問題となっているが、今は施設側の努力だけで頑張っている。   

現在、卒後研修のモデル事業が行われている。医師と違って絶対数が多い中で、卒後   

研修制度をどのようにすべきかを考えて、取り組むべきである。  

○居室■労膠者が示Lた新人看護膨貞研修の窟針と動産β虜ば、ス■変役立った。多病ン好   

力吻／々の方：芽で勝手仁や名∠いラのでばをぐ、動†このよぅを窟針を示すことが夏要で   

ああどの痴好でる兵藤Lているかフォローするよぅを併訝る作るべきで涛る。  

○余力が透る病原、ス・虜鑑だけ薇ぐ、すべ丁の舶に戯膠Lた新人看屠膠貞がきろん   

と新人研修を受げるよラにすべきで涛る。  

○新人助産師へや研修モデル事業が4年前から実施され、一定の成果があると聞いてい   

るが、対象となっているのは新人助産師の1割程度であるため、早急に全員が研修を   
受けられる制度にしてほしい。  

○離率の高い痴好仁おげる新人看彦好貞研修のあり方を辟曹デることが必要でばを   

いか。  

○研修を励務脚仁行ラとさら仁虜Lい労励条件とをるため、研修をすること古体が   

不安につながうてtIる。  

○専任の教育好男者あ配置L、新人春彦膠貞に膨窟L乙対応することで、看彦が好きで   

なかった新人力囁欝を好き仁をるといぅ躍動fあり、励屠劇でああ  

○研修牌のよぅ仁研修脱落好の斉存を射することが必要でばをいか。  

○在宕ケアが著者といわカ丁い名中、看彦節／ニぱどの辟フ静仁屠力潤を教育する   

のか。滞窟節にを扶たいと労った脚にばどのよラを教育コーづてカ切るのか。  

○脚膠緻密のよラをローテーション方二諾の研修であゎぱこ古書看彦や炭層看彦を潜   

み必むことによっこ扁軌野着岸に好事を希望する春彦辟がるっと多ぐをるのでばをい   

カl。  

○治らない病気を抱えながら生き続ける人を支えるのも、重要な役割。急性期では教えき   

れないものをどう教えていくかだが、穏やかな生活の流れの中での看護を知ることも必   

要であり、卒後研修に加えたい。  

チーム医療の推進  

○在宅医療はまさにチーム医療である。医師と看護師が共に車の両輪でやってきた時代   

から四輪駆動の時代になった。在宅医療では生活も含めた視点で管理することが必要  
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であり、それができるのは看護師以外にはいない。在宅医療推進の最も重要な鍵を握   

るのは看護師である。  

○他職種と協働というが、看護師は医師の方をみて働くことはできるが、他の職種の方を   

みていない。実際、看護師が直接情報共有できるのは医師のみとなっており、他職種と   

情報共有できる制度的なバックアップが必要である。  

○役割分担の話があるが、現場では、今より業務を増やして欲しくないという声がある。  

（看護職員問の役割分担）  

○看護職員のどのくらいをプロフェッションとし、どのくらいを普通の看護師とするのか、と   

いった区分けの議論が必要ではないか。  

○看護師が同じ資格で似たような仕事を全員がするということは非常に非効率的である。   

米国ではNP、RN、LPNがおり、明らかに仕事の分担が行われている。分担がなく、ごち   

やごちやになっている日本とは仕事の質が異なるように思う。  

○アメリカは分業の国である一方で、日本は全ての看護師が一律にずっと一緒にやって   

きたという良さもある。これが日本の看護の水準を保ってきたということも事実だと思う。   

こうしたことを考えると、分化なのか一律なのか、ジレンマを感じる。  

○大学院でNPの教育が始まっている。チーム医療の中で、こういった人材を組み込むこ   

とも考えてほしい。  

育のあ  

O「看護基礎教育のあり方に関する懇談会」では、看護の基礎教育の大学にすべきだと   

いう意見をかなりの委員が出しており、そうしたものをきちんと施策に乗せて実行される   

ようなステップを踏んでほしい。  

○大学、一貫校は文科省の管轄であることから、厚労省と文科省と共同の言義論が重要で   

ある。  

○看護教育を検討するに当たっては、実際の医療現場で働く看護職員の意見をもっと細   

かく聞くべきではないか。  

（看護師教育）  

○大学においても看護師教育は3年間である。4年制化を主張するなら、保健師と助産師   

は卒後に養成することとし、大学で看護師教育だけで4年間の教育をやって見せてほし   

い。  

03年制の養成所は看護師の養成の70％以上を占めている。これらを4年制に移行させ   

るには相当の労力も金もかかる。すべて4年制にしても学生はついてくるのか、不安だ。   

文化系大学が医療系の学部を作り学生を集めるため、養成所の定員確保が厳しく、養   

成所は大変な経営困難に陥っている。  

○医療関係職の基礎教育はほとんど4年制の大学レベルになっているが、看護師の教育   

は戦後60年の様々な社会状況・医療の変化に対応するため、その時々に必要な制度   

が生まれて、今日に至っている。看護基礎教育の統一化にまで進まなくとも、整理する  
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ことは国の責任において行うべきではないか。  

○現場はどんどん繁雑になり、機能分化が進んで、様々な医療関係職種が入ってきてい   

る。後発の医療職種の養成は4年制である。看護師の様々な養成課程は歴史的に生   

まれてきたもの。基礎教育の統一とまでいかなくても、整理すべきである。  

○養成所を出た看護師は劣るのか、4年制なら良いのか。統合力リキュラムの保健師は   

駄目なのか。議論の意味が分からない。大学という言葉で4年に持っていこうとするの   

は少し乱暴な議論ではないか。  

03年制と4年制との優劣を論点にしているのではない。少子化で定員割れが起こってい   

る中、いかに人材を確保するかということである。  

○育てたいのは、即戦力の看護師か、臨機応変に対応できる看護師か。大学教育では後   

者（臨機応変に対応できる看護師）、プロフェッショナルとして伸びる看護師だと思う。  

（保健師、助産師教育）  

○看護系大学で4年ン野㈲ナの養成を行った場合、尿慮節ム執着紆の養成ばどめ   

よぅを教育柳拶ラこと仁をるのか、需紛の／†、テンスあ好£も観議論が必要である  

○厨正大・苧でば、専攻対や．大草原での尿∠観軌助鼓野の嘉戌ば、教育の．効率任、採算   

鱈、教貞磨傑の顔点から棚診て1あると者ズており、看彦好貞慶尿の顔点からこカ   

を射すべきである。  

○看護師の教育を4年制化した場合、保健師や助産師の教育を、大卒後、2年間積み上   

げるのかどうかは、全員が大卒になった段階で考えたい。大学4年間の中で保健師、助   

産師を養成することが、看護職員の確保には重要である。  

○統合力リキュラムは、看護師にとっては良い教育だが、保健師、助産師にとって良い教   

育なのか検討が必要である。保健師は大方が免許を活用していない「ペーパードライ   

バー」であり、需給バランスを考慮した教育が求められる。専門性の強化の観点からも   

大変重要な課題である。  

○大学4年教育の中で保健師も助産師も立派に育つ、という考えもあるし、そうでない考   

えもある。先の「看護基礎教育のあり方に関する懇談会」では保健師、助産師の養成を   

改めて検討するとされており、今回は過去の検討を踏まえてそれを超えていくべきであ   

る。  

○保健師助産師看護師法における規定をはずして、保健師、助産師、看護師はそれぞれ   

どうあったらよいのか、という議論が必要である。  

（教育内容）  

○基礎教育と臨床現場とのギャップを埋めなければならない。  

○高齢化に伴い、治す医療よりも支える医療のウエイトが大きくなっている。看護教育の   

中でこうした変革を教育し、看護職員が在宅看護にもっと従事するようにすることが必   

要である。  

○在宅医療推進の趨勢の中、在宅医療をやろうという看護師が少ない。卒後教育の中で   

どのように訪問看護師を養成するのか、大学病院等で是非考えてもらいたい。地域の  

6   



中で訪問看護師を養成する学校があってもよいのではないか。  

○地域看護は、看護師にとってやりがいのある領域であり、どこかで教えなければならな   

い。  

（教育環境）  

○看護系大学の教員は、臨床に出る時間の余裕がない。医学部と看護学部とでは、学生   

数と教員数の割合が大きく異なる。教育環境の改善を考えるために必要なデータであ   

るので、この比較について資料を提示してほしい。  

○看護系大学が雨後の竹の子のように設置できるのは、看護系学部は専任教員が12名   

そろえばよいからである。医学部は120名であり、このギャップを改善するべきである。  

○教員の配置状況が違う。特に助産師の教員は配置されていない。実習を考えると人が   

足りない。  

匡頭  
○これまでの報告書で問題点は明らかになっているのに、「絵に描いた餅」になっている。   

アクションプランを示して少しずつでも実行して欲しい。  

○この検討は早急にすべき。何度やってもぐるぐる回るだけ。質を上げること、どう上げる   

かを検討すべき。  

○訪問看護ステーションは2．5人の常勤看護師で開設できるが、その人数では24時間   

365日対応することは難しい。といって大規模化するほど訪問看護師はいない。  

7   



喪主＿＿  

事務局提出資料   



チーム医療の推進について  

【主な検討課題】  

医療の質の向上を図るため、医療関係職種が各々の専門性を高め、  
チーム医療を推進することの重要性を踏まえた、チーム医療の推進の  
一環としての、医師と看護職員との協働t連携の方策  

【資料項目】  

1 チーム医療を構成する医療関係職種の業務・・‥■＝ 1  

2 チーム医療の推進に関する行政の取り組み・■・・・8・ 5  

3 チーム医療の具体例＝  －・・8   



医療関係職種の業務（1／2）  
職 種   根 拠 法   業 務   

医 師 法   
（第1条）医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活  

医 師  を確保するものとする。  

（昭和23年法律第201号）  （第17条）医師でなければ、医業をなしてはならない。   

歯科医師法   
（第1条）歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の  

歯科医師  健康な生活を確保するものとする。  

（昭和23年法律第202号）  （第17条）歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。   

（第1条）薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与  
し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。  

（第19条）薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げ  
る場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、  

薬剤師   薬剤師法  この限りでない。  

（昭和35年法律第146号）  1患者又は現にその看護に当たっている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する  

旨を申し出た場合  

2 医師法（昭和23年法律第201号）第22条各号の場合又は歯科医師法（昭和23年法律第202号）第21条各号の  

場合   

（第2条）この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事  

保健師   することを業とする者をいう。  

（第29条）保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第2条に規定する業をしてはならない。   

（第3条）この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の  

助産師  
保健指導を行うことを業とする女子をいう。  

（第30条）助産師でない者は、第3条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法（昭和23年法律第201号）の甥定  
に基づいて行う場合は、この限りでない。   

保健師助産師看護師法  

（昭和23年法律第203号）  
（第5条）この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の  

看護師  
世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。  

（第31条）看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法（昭和23年法律  
第202号）の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。   

（第6条）都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うこと  
を業とする者をいう。  

准看護師  （第32条）准看護師でない者は、第6条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づ  
いて行う場合は、この限りでない。  



医療関係職種の業務（2／2）  
職 種   根 拠 法   業 務   

（第2条）この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、  
理学   治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。   

療法士  理学療法士・  2 この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的  
適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。  

作業療法士法  3この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下   
作業  

（昭和40年法律第137号）                       に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。   

療法士  
4 この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下  
に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。   

（第26条）診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射し  
てはならない。  

2診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、次に掲げる場  
診療放射線  診療放射線技師法  合はこの限りでない。  

技師  （昭和26年法律第226号）  

未満のエネルギーを有するエックス線を照射する場合  

2 多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボルト未満のエ  

ネルギーを有するエックス線を照射するとき。   

臨床検査  （第2条）この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又  
臨床検査技師等  は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、  

技師  
に関する法律   

生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。   

衛生検査   
（附則 第2条）この法律の施行の際現に改正前の衛生検査技師法（以下「旧法」という。）第三条の規定による衛生  

（昭和33年法律第76号）       検査技師の免許を受けている者は、改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律（以下「新法」という。）   
技師  第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けた者とみなす。   

（第2条）この法律で「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助するこ  

臨床工学  
とが目的とされている装置をいう。  

臨床工学技士法  
2 この法律で「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示  

技士  （昭和62年法律第60号）               の下に、生命維持管理装置の操作（生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政  
令で定めるものを含む。以下同じ。）及び保守点検を行うことを業とする者をいう。   

（第1条第2項）この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者  

管理  栄養士法  
に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を  
要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利  

栄養士  （昭和22年12月29日）  用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対す  
る栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。  



病院における医療関係職種従事者  
（一般病院100床当たり）  

□医師  

旨歯科医師  

函薬剤師  

□保健師  

園助産師  

口看護師  

歯准看護師  

口看護業務補助者  

頭理学療法士  

□作業療法士  

臼診療放射線技師等  

田臨床検査技師等  

□臨床工学技士  

固管理栄養士等  

ロその他  

歯科医師 0．8人  

7％） 
薬剤師2．7人  

（2．4％）  

保健師 0．2人  
医師12．5人  

（11．1朝  
（0．2％）  

管理栄養士等1．5人  

（1，3％）  その他 20．9人  
（18．6％）  助産師1．3人  

（1．1％）  
臨床工学士0．ア人  

（0．6％）   

臨床検査技師等   
3，3人 （2．9％）  

診療放射線技師等  
2．6人 （2．3％）  

作業療法士1．1人  
看護飾 40．、4人  

（35．7％）  
（1．0％）  

看護業務補助者  
12．2人  

理学療法士 2．3人  

（2．0％）  

（10．  全部1日3．1人  

【出典】「平成18年病院報告」（厚生労働省大臣官房統計情報部）   准看護師10．5人  
（9．3％）  



在宅チーム医療における関係者（イメージ）   

ケアマネジャー  

介護福祉士、ヘルパー  

居宅介護支援事業者，   
居宅介護サービス事業者等  

躇宕サーどス掘房鰍家屋滞ス潜薯J  

子ノ㌣十十十  旬   薬剤師  

［重奏垂二］街燈  ヰ 愚計家族  傘  

♂ 昔時  
訪問  

リハビリテーション  

理学療法士、作業療法士  
言語療法士   



「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」  

平成19年12月28日付け医政局長通知  

○医師でなくても対応可能な業務を医師が行っていることが病院勤務医の厳しい勤務環境の一因。  

○ このため、医師等でなくても対応可能な業務例を下記のとおり整理。  

看護師等  助産師  事務職員・看護補助者  

①訪問看護等における医師の  
事前指示に基づく薬剤の投与量  

の調節【看護師】  

②静脈注射の実施【看護師】  

③救急医療における診療の優  

先順位の決定【看護師】   

④採血の実施1検査の説明   

【臨床検査技師】   

⑤病棟等における薬剤管理   

【薬剤師】   

⑥ 医療機器の管理   

【臨床工学技士】   

①書類等の記載の代行  
・診断書  

・診療録  

・処方せん  

・主治医意見書等  

① 正常分娩における助産師  

の活用  

② 妊産婦健診や相談におけ  

る助産師の活用  
②オーダリングシステムヘの  

入力代行（診察や検査の予  
約）  ③ 病院内で医師・助産師が  

連携する仕組みの導入（院内  

助産所一助産師外来等）  ③ 院内の物品の補充・患者の  

検査室等への移送等  



i 

五．具体的な政策  
1医療従事者等の数と役割  
（4）職種間の協鰍チーム医療の充実  

エ．医師と看護職との協働の充実  
医師・看護師がそれぞれの専門性を情報共有や会議等を通じて十分に発揮するとと  

もに、効率的な医療の提供に資するため、チーム医療による協働を進める。その際、  
これからの看護師には、医師や他のコメディカル、他の職員等や患者暮家族とのコミュ  
ニケーションを円滑にする役割等が求められるほか、在宅や医療機関におけるチーム 
医療の中で、自ら適切に判断することのできる看護師の養成が必要であることなどか  
ら、看護基礎教育の内容及び就労後の研修を充実するとともに、教育の方法や内容、  
期間について、将来を見渡す観点からの望ましい教育の在り方に関する抜本的な検  
討を進める。  

また助産師については、医師との連携の下で正常産を自ら扱うよう、院内助産所筐  
助産師外来の普及等を図るとともに、専門性の発揮と効率的な医療の提供の観点か  

際、助産師業務に従事する助産師の数  



社会保障の機能強化のための緊急対策  

～5つの安心プラン～  
（平成20年7月29日 内閣府）  

2健康に心配があれば、誰もが医療を受けられる社会  

③勤務医、看護師等の役割分担の見直し等勤務医の過重労働を  和する方策  

○勤務医の勤務状況改善一短時間正規雇用等の導入支援、メディカルクラーク  
普及、医師と看護師等の業務分担と連携の推進   



病院におけるチーム医療の具体例（クリテイカルパス）  
心臓リハビリテーション（心臓血管外科手術後）患者氏名（  

）塗室艶  
）  ）尊意町  

入院～手術前日   手術当日   手術直後～集中治療室   一般榊～退院まで  

／ ）   （ ／ ）   （  ／  ／  ）   リハビリ開始後15－17日（ ／  （ ／  ～  ／ ）   
退l尻基準  

○全身状態が安定している   ○万全の状態で手術が  ○全身状態が安定する  
○創部痛のコントロールができる  ○自分の動ける範囲が分かる  

達成日標  行える  
○手術後をイメージする  ○心臓リハヒリの必要性を理解できる   

○身の回りのことが自分でできる  
○手術の内容が理解できる  

○心臓リハビリの進み方について理解できる   
○退院後の生活について不安がない  

○手術を受け入れることができる   ことができる  ○リハビリの目標を達成した  

検 査  □輸血交差（／′ 済み：  ）  
□MDrCTにて評価   

治療  口内服・点滴  ′・1：∴  

薬 剤  口中止する薬剤の確認と説明（抗凝固剤など）  

食 事  □午前0時以降は絶飲  
食とその説明   □（昼・夕）よりウォーミングアップ食より開始  

拐：泄  ロフリー（症状のある場合は医師の指示で）  ロベッド上   

ロシャワー浴（症状のある場合は医師の指示で）  □200メートル歩行テストに合格し、医師の許可が出れば、シャワー可  
清 潔  □全身清書式  口歩行リハビリが終了したら、入浴可   

【6時】   口巽中管理   □各コメディカルからの指導  
□手術前オリエンテーション  

□起床・洗面・排尿  ロ退院に向けた準備   
（パンフレット配布〉  
口手術前日に除毛  □点滴ライン確保  
（首から下の毛すべて）  ロバイタルサインの測定  

処置  【7時45分】  □不安軽減  

ケア計画  □手術室移送   □生活の援助  

【手術の用意】  
口丁字帯  
【ベッドの用意】  
口エアマット請求・H＝∪へFAX  

【入院オリエンテーション】   【同意書の確認】   □病棟転床の説明   □退院チェックリスト  
へ1・ュJ  工手術同意書  □退院時オリエンテーション   

ニ ）  

才うノ亡1  ロ輸血同意書  
謂 □身体抑制同意書  

患者さん及 族  ．  

－戸  

び家ぺ の説明  
ロ手術当日の家族来院時間の確認  
ロ抗菌剤テスト（）  
ロ転床サマリー  
口車云床チェックリスト  

バリアンス   有  無   有     無   有  無   有  無   

サイン   ／   ／   ／   ／   

（医療者用）   

出典：クリテイカルパスうイプラリーホームページ（り き（一日し照一一蔓5こ∴ ㌻）   



在宅におけるチーム医療の具体例（ケアプラン）  

想定している事例：97歳男性 認知症 廃用症候群前立腺肥大症  
（要介護度5）   尿道カテーテル留置脱水、誤瞭性肺炎の既往あり  

第3週   

・訪問看章 」訪問着軍 

・訪問介護   ・訪問介護   ・訪問介護   ■訪問介護   ・訪問介護   ■訪問介護   ・訪問介護  

第4週  

・訪問看護   I訪問看護 

・訪問介護   ・訪問介護   ・訪問介護   

が」▲  
第5週  ・・篭  

芦  

・訪問看護  
椰唖臓一一坤r∴  

脚卿卿功押韻令 



看護教育のあり方について  
【主な検討課題】  
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・看護職員の離職防止や定着を目指  
セ
 
 

ン
 
 

イ
 
 

な
 
 
 

重要性を踏まえた、看護職員が専門  
ンティブの付与等の支援策  

【資料項目】  

1教育機関の状況  
2 教育環境（教員・設備等）の状況  
3 基礎教育の状況 ＝■・・・・＝・・・・■・＝■■■＝】＝＝＝＝ 10O 
4 卒後教育の状況等 ＝・＝■・＝－…■・■■t＝＝・t・＝＝ 13  



看護教育制度図（概念図）  

保健師・助産師国家試験受験資格  

保健師養成所 25校1，020人／助産師養成所 33校 750人  

中  卒  
平成19年4月現在  
厚生労働省医政局看護課調べ   

一1－  



看護師等学校養成所施設数の推移－①  
90（）  

80｛）  

700  

6（ト0  

50（）  

40⊂）  

300  

200  

1（IO  

（｝  

‾‾‾一芸叩保健良市  
て二＝」＝L 助産白市   

／ ′ 看護白市3年誅穏  

看護白市2年課穣  

一＝■蒜←一着護師5年一貫  
矢1 准看差空自市   

●ヽ■－・－・  

259施設  

280施設  

68施設  

口召和25年  昭和30年 Il百和35年 l‡召和40年  〃召和45年  昭和50年  け召和55年 昭和60年  平I改2年   平成7年  平一旦乙12年  平成－7年 平成18年  平成19£F  

O看護師等学校養成所施設数（3年課程）の推移（再掲）  

平成6年  平成7年  平成8年  平成9年  平成10虔巨 平成11卓巨 平成12二牢 乎月匿13勾邑 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平I荘18年 平成19年  

厚生労働省医政局看護課調べ  

－2－   



看護師等学校養成所1学年定員の推移－②  
2007年  

二  保個■‘■l  

÷助産師  
叩1か－－、春雄師3年課程  

′ニ’1‾●叩丁， 看護師2年課程  
＝こ  1■■■師5年－■【  
叫■‾■准看匪師  

13，704人  

13，263人  

、■－・■  

r一－【一－一丁一－，〃－－ノぺ  

3．510人  

昭手口之5年 打百事n30年 昭和35年 n召和ヰ0年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭悪口60年  平成2年  平成7年  平l釆12年 平成17年 平成18年 平成19年   

○ 看護師等学校養成所1学年定員（3年課程）の推移（再掲）  
（単位二人）  

30000  

25000  

20000  

150⊂〉0  

10000  

平成6年  平成7年  平成8年  平成9年  平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年  

厚生労働省医政局看護課調べ   
ー3－  



看護師3年課程学校養成所数（設置主体別）  

（平成19年4月現在）  

． ． 

国等   都道府県   市町村   公的   医療法人  学校法人   医師会   社福法人   その他  

厚生労働省医政局看護課調べ  

一4－   



看護師等学校養成所の定員充足率の推移（平成6年～19年）  

厚生労働省医政局看護課調べ   



看護師等学校養成所の定員充足率（設置主体別）  

□3年課程  

囲2年課程  

□准看講師   

0
 
 

そ
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他
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厚生労働省医政局看護課調べ（平成19年4月現在）  

－6－  



看護師3年課程養成所規模別分類（平成19年4月現在）  

①1学年定員が40人以下の場合  
【全体】  

その他  
2校  

（0．5％）  

合計 320校  

【内訳】   

□国等  

口和道府県・市町村  

□公的  

口学校法人  

口医療法人  

口医師会  

口社会福祉法人  

口その他  
回40人以下  

②1学年定員が41人以上の場合  
口41人以上  

合計 474校  

厚生労働省医政局看護課調べ  

イー   



看護基礎教育環境に関する規定  
大学‘′′養成所  

．・－－い、▲ゝ・－・・‥■ ＝l－ ・いヽ・   、  ㈲胤撒Ⅶ澗昭銅洒冊脚抑澗肺相聞閉脚既湖関節補聯洞噂 ∫㌔  
．ノ  声 

毒戚所   
′  

∴－   

・   

‥】  

大 学  
‥、．．．∴‥¶． ．い．．。‥．．．．…．．．‖．∴  

√・   
泰  

，〆  
ノゝ  一一■■－－  

・よ．√．‥㌣。h、＿．  

一◆V・，｛■t－■、ヽ ■t－、・●－◆・一－●－∴、一一－・－1■ 一l・・■・‾  ■■ －－ヽ ■‾■  、‾ 、l■  l  、 

12人以上  

（1学年当たり学生50～100人の  

場合）  
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8人以上  

（1学年当たり学生40人以下の  教員数  
■、■′ノ■－【一【一～－▼▼■－仰▼一，■－－－－－■l－…・一1・－・一－－－■■－－■－・…－1－■－－－－一一】■－  ■－－■■－■■■■†、■■一n｝－－－－■▼・r－－Y●一、＼‥・－・1－－■■－ ・・－←・ －「・→1■・－一＋■ 卜・t叫【】トコ－←・－・■、－－－■1・ヽ L、こ，●・  

化
 
ノ
 
。
 
 
 
 
一
 
r
、
一
て
 
 
 
 
 
 
 
曳
 
 

▲■－r＝－▲■■■■W■▼一rI▼－－▼▼－t・一輝・・・－W－－－■■→■▼－一丁－1●’一‾■ 叩■■－■I■▼ヽ■ヽt■、ヽ   

3年間  

（看護師課程のみ）  
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（含．保健師課程・助産師課程）  教育年限  
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教授・t博士の学位  

准教授＝修士の学位  

研究業績 等  

5年以上業務に従事  

専任教員として必要な研修  

を修了  ヤ
 
1
巨
 
㍍
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教室】実習室・図書室 等  教室・実習室・図書館・  

体育館1運動場・研究室 等  

施 設  

ト  勺  

【参考資料】大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）  

看護師等薫成所の運営に関する指導要領について（平成ノ13年僅政莞5号二‥   －8－  



：午疋貝取  
（平成19年4月現在）  

学校数   専任教員数   1学年定員数  
1校あたりの  

1学年定員（平均）  
1校当たりの教員数  

（①）   （②）   （③）  ③÷①  
（②÷①）   

看護師養成所  
497   4，909   22，447  45．2   9．9  

（3年課程）  

厚  

生  
240   1，863   12，724  53．0   7．8  

（2年課程）  

労  

働  
大  25   209   1，020  40．8   8．3  
臣  

指 定  

（再掲）  

保健師看護師統合   12   156   600  50．0   13－0  
カリキュラム  

助産師養成所  33   119   750  22．7   3．6   

厚生労働省医政局看護課調べ   

＊学校数には募集中止校を含む  
（平成20年5月現在）  

1校あたりの   

1学年定員（平均）   
1校当たりの教員数  

（③÷①）   
（②÷（か）  

78．5   30．2   

81．5   1了．0   

85．8   15．4   

学校数   専任教員数   1学年定員数  

（①）   （②）   （③）   

文   
部  

167   5，043   13，108  

科  

学 大  27   457   2，200  

臣  

指 定   12   185   1，030  

文部科学省高等教育局医学教育課調べ   
＊募集停止中の大学、短大およぴ、専攻科、別科、通信教育課程のデータは含まない   
＊専任教員数は大学設置基準に基づく専任教員であり、常勤の助手はデータに含まれない   
＊専任教員数は、学部全体の専任教員数を提出している大学もあり、看護師養成に関わらない教員数が含まれている場合がある  

－9－   



看護師3年課程 教育内容の変遷  
教育科目から教育内容によ  

る規定に変更一教育内容の  

充実■単位制の導入一統合力  
リキュラムの提示・専任教員  

の専門領域担当への変更一  
実習施設の充実と拡大  

続合分野の創設・各  

分野での教育内容の  

充実一看護基礎教育  

の技術項目の卒業時  

の到達度を明確イヒ  

専門科目は看護学の  

み■精神保健・老人看護  

学を科目立て・授業時間  

数を減少・カリキュラム  

上のゆとりが強調  

専門科目として看護  
学が独立・臨床実習  

が各学科目の授業に  

組み込まれた。  

時
間
数
 
 

重昭分野  専門墨篭分野  亨⊇ト弓与野′講軒扇誓、J   有戸雪片萱巨議把巽雷  

◆平成8年より単位制が採用された。臨地実習は1単位＝45時間放て算出（看護師等養成所の運営に関する指導要領について）   



看護教育実務関係者意見交換会  
＼
・
－
1
■
－
．
；
、
：
l
、
 
 

＿＿彪＿ 看護基礎教育を担う関係者の方から、看護基礎教育の現状と課題、そして充実の方向性について幅広＜ご意見を  
いただき、問題を共有するとともに、提起された課題について意見交換を行う。   

劇訝   平成20年10月2日～11月5日   
勧善  全国を6フロック、127名参加。  

看護師養成所関係機関の学校長、教頭、教務主任、および学校長組織、協議会などの代表的な立場の者0  

発言要旨  
査「太1爽⊥J  

教員全員で演習を行い、  
使ってし1る。  

・学生の能力に応じた時′閣外学習  

2働こフいて  
・入院日数の短縮化により、看護過程の展開をすべての領域で   
行うことが困艶て 

4．その他  
・学校で使用していた技術チェックリストを就職先の病院でも   

継続活用している。  
・大学と併願の学生も多く、実際の入学者数に変動がある。  
・入学定勇の緩和をして欲しい。  
・学生のレベルから考えると、3年間の修業年限では無理があ   

る。  

・受験者は沢山いるが、成績優秀な学生はほとんど看護大学へ   
行ってしまい、相対的に養成所の学力の低下を感じる。  

・授業料を上げると、学力の低い学生が集まる傾向がある。  

、■・－｝一L■ヽ■■∧rm■■－〉▼●－■▼－一■岬■一一■事一〉■■■■■－■－▼－－■－■一・▲－W－▼－■－－－－＋一－一仙 －■－一－ －   

・専任教員の嘩対数が不足している9  

・業務多忙で∴専戸ヨ性を高める時間が確保牽きないこ  

・カリキュラム改正により嘩えたカテゴリニ‘掴際看護こt炎害  

看護など）を担当できる教員がいない。  
・大学や大学院でキャリアアップした教員は、大学に引き抜か  

れる。  

・7：1看護の影響で、病院の実習指導者の確保が困難。  
・地方は特に、解剖などの基礎科目の教員確保が困艶  
・非常勤講師が多く、演習を強化することが出来ない。  
・報酬面などの教員を確保する魅力がないと、教員のなり手が   

いない。  

・教員養成講習会の効果は非常に高い。  
ー11■－  

＼－、－．＿＿．＿  



諸外国における看護教育制度の概要  

オースト  
ドイツ．   イギリス   

アメリカ  

日 本   章葦 国   タイ  
ラリフフ  

フランス   
合衆国   

看護学校入学  12  
まで  12   12   12   12   -110 1‘l  （義務教育  12   

の期間（年）  
5才～）  

専門学校  
3   3  3   3   3   3  

看  
（年）  

師  3  2  

教  
コ±⊆  

戸∃  

大学（年）   4   4   4   3   3－4  3－4   4   

あり  

（ただし  なし  

国家試験  あり   薪n   あり   なし  reg；Onal  なし  （ただし国の承  あり   

authorityの  認が必要）  

承認が必要）  

5年毎  

資格更新  なし   なし  
（最低50時間  

1年毎   
の継続教育  

なし   なし   3年毎   1－3年毎   

が必要）  

I / 

【出典】NURSINGINTHEWORLD，5thedition（2008）  

－12一   



看護職具の  芋‖叫上lこ開9旬月Xツ可準♂ナ  

専門性の向上（臨床技能の向上）  

〔専門領域の実務的な知識・技術の向上〕  

基本的技能■知識の習得  

〔臨床現場における基本的な  
看護技術や知識の修得〕  

「
ト
ト
羞
 
 

「中堅看護職員実務研修」  

実務経験おおむね5年以上の看護職員を対象として研  
修を実施し、看護職員の資質の向上を図る  

短期研修（5日程度）  

中期研修（15日程度）  

「看護職員専門分野研修」  

到 の
 
 

特定  
知識を  
る専門  

別 
働  「新人看護師・新人助産師臨床実  

践能力向上推進事業」   

新人看護職員への効果的かつ効率的な  

研修方法等の普及と教育担当者の能力  

開発、育成を図る  
（60日程度）  

（6ケ月程度）  し＿＿．｝＿▼＿．＿＿＿▼＿一．】＿．＿－－＿▼一・一→－－－－ －r－・ －▲■▼、‾ノ’■▲‘▼■′†▼‾■’＋、一 

■－－ ■1■■   一一、   ■■一－■、■、l一、－－－■  

博門分離ける質の高い  

… が適度屋塵について、臨床実務研修を実施し、臨  
床実践能力の高い専門的な看護師の育成を図る  

（40日程度）  

護
 

中ケア、ホスピ  
、がん化学  

地域看護、訪  
妊看護等   

「訪問看護ステーション・医療機関に勤務する  

看護師の相互研修」  
訪問看護ステーションと医療機関の看護師の相互交流による研修を  

行うことにより、お互いの看護の動向や専門性等を理解し、訪問看護  
の推進に寄与する。  

「在宅ホスピスケア研修」  

訪問看護ステーション等の看護師に対するホスピスケアやがん性疫  

病看護の知識と技術を有する看護師等による研修を実施し、在宅ホス  
ピスケアの専門的な技術を習得させることにより、在宅ホスピスケアの  

推進に寄与する  －13－  



クリニカルラダー （例＝北里大学病院）  

者珪管理者育成コース  

Ⅱ・Ⅱ・lレベル  

にし、目標を示しな  

「実習指導者研修室」  

4．看護研究・研修を通して看護実践を深めること  ・院外研修、学会など派遣  

「人間関係に関する研修」  

「看護過程と看護記録に関する研修」  

度を身につけベッドサイドケアが、安全確実に  「新人フォローアップ研修」  
・基本的看護技術  

・病院理念と看護部方針  

t職業人としての基本姿勢など   

出典：小島恭子専門耳感邑モのナースを育てる看護継続教育クリニカルラダー．マネジメントラダーの実際医歯薬出版2005   



認定看護管理者（Certified Nurse Administrator）への道  
認定看護管理者とは   

本会認定看護管理者認定審査に合格し、管理者として優れた資質を持ち、創造如こ組織を発展させることができる能力を有すると認められた者をいう。認定   

看護管理者は、多様なヘルスケアニーズを持つ個人、家族及び地域住民に対して、質の高い組織的看護サービスを提供することにより、保健医療福祉に貢献   

する。  

教育および認定のシステム  

日本国の保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許を有すること  

保健師、助産師及び看護師いずれかの免許取得後、実務経験が通算5年以上あること   

認定看護管理者教  

育の全課程を修了し  

ている者。   

副看護部長または副  

看護部長に相当する職  

位に1年以上就いてい  

る看で、過去に合計4  

週間（20日間）以上の  

看護管理研修を受けて  

いる者。  

看護系大学院において  

看護管理を専攻し修士号  

を取得している者。実務  

経験が通算5年以上あ  

り、うち修士課程修了後  

の実務経験が3年以上で  

ある者。  

看護部長または看護  

部長に相当の任にある  

看で、過去に合計4週  

間（20日間）以上の看  

護管理研修を受けてい  

る者。  ファーストレベル  

合計150時間（10単位）   

岬
轟
瀬
林
讃
 
 

セカンドレベル 合計180時間（12単位）  

サードレベル 18012 
合計時間（単位）  

認 定 審 査（書類審査及び筆記試験等）  

認定看護管理者認定証交付■登録  

更新制度 認定看護管理者のレベル保持のため、認定後5年ごとに更新審査を実施（看護管理実践の実績と自己研鎮の実績等）  

（2006／2／28）  

ぺ串典】日本看護協会ホームページ（http：／／ww軋nurSe・Orjp／nursjng／quaJification／howto／pdf／cnamjtjpdf）   



都道府県別専門看護師登録者数304名（2008．12．1現在）  

北海道・兼北 けÅ   

青森 2  

壱き城 5  

、l一   

福島 3  新潟1  

石川3  

1 

I 

福井 ＿1 

▲一▼栃木  

大阪34  沖縄 0  

山梨2  i
■
r
l
 
 

鳥取1丁‾〔→し  
■ －一二■吋†㌧－－  ！   

島根l●．  

－●広島 く  
．  

九州・沖縄10Å  
山口1  

福甲㍉  

－■一大分1  

熊本J∴■  

東京66  滋賀6  
神奈川 42  

L
 
t
山
 
 
 
歌
 
 

愛臥一一4高知10－ノ  

香川1  

関東・甲借越柑5人  

中国中田即¢Å   近畿85入 来海p北陸28Å  

【資料作成 日本■護協会認定部】  
【出典】日本看護協会ホームページ（http＝′′′wW，nurSe．OrJp／nursi・lg／qualification／senmon／’pdf／cnsmap・Pdf）  
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♯道府県別馳走看捷師登鼻音数ヰ，亜8名（2008．12．1現在）  

鹿児島～、40  

【出典】日本看護協会ホームページ（http：／／www・nurSe・OrJp／nし‖・Sing／qualifEcation／Fli■1tei／pdL／ce［lmaP・Pdf）  
一19－  

【資料備成日本書護協会認定部】   



【資料作成 日本看護協会鑑定部】   【出典】日本着壷協会ホームページ（httpノ／′wwwrnurse▲OrJp／／nursing／quaEincation／’kanrisha／’pdfこ肝IaP・Pdf）  



広告が可能な医師等の専門性に関する  

資格名等について  
平成19年6月18［］医政局総務課長通知  

専門看護師  

糖尿病看護  

乳がん看護  

訪問看護  

緩和ケア  

集中ケア  

認知症看護  

皮膚・排泄ケア  

不妊症看護   

がん化学療法看護  

がん性療病看護  

感染管理  

救急看護  

手術看護  

小児救急看護  

新生児集中ケア  

摂食・瞭下障害看護  

透析看護  

がん看護  

小児看護  

精神看護  

地域看護  

母性看護  

老人看護  

感染症看護  

急性・重症患者看護  

慢性疾患看護  

－21－  



認定看護師資格取得後の勤務条件（給与待遇等）と職位の変化  
～2007年度新規登録者～  

その他   
4％  資格取得後の勤務条件  

分野の活動と直接関係ない  

部署へ異動1％  
□変化なし  

口職位のみ上がる  

田職位が上がり、それに伴う昇給がある  

口定期外昇給がある  

日認定看護師としての手当が付く  

□認定分野の活動がしやすい部署へ異動  

日分野の活動と直接関係ない部署へ異動  

国その他  

認定分野の活動がしやすい  
部署へ異動  

認定看護師とし  

手当が付く  

定期外昇給がある  
1％   

職位が上がり、  

それに伴う昇給がある  

〃＝909  
職位のみ上がる  

3％  

国副主任相当  

田副師長相当  

圏その他  

□専任  

ロスタップ  

ロ主任相当  

□師長相当  

田無回答  

出典＝日本看護協会2007年度認定登録時調査   



新卒保健師の就業場所（平成15年～平成19年）  

【養成所】  

保健師として就業  保健師以外に就業  

卒業者数  看護学  進学  その他  
保健所  市町村  エ場・事業所  学校  病院  介護老人 保健施設  その他  計   看護師  助産師   校教員   その他  計   

平成15年   1．702   55   362   31   3   163 _ 2   36   652   835   36   63   5   940   9   101   

平成16年   1，548   44   251   20   5   161   22   504   847   34   5   35   3   924   15   105   

平成17年   1、443   23   156   28   136   4   37   385   873   39   2   31   2   947   13   98   

平成18年   1，278  34  199  16  0  102  6   27   384   738   36   3  22   5   804   7   83   

平成19年   1，068   41   174   18   0   73   2   32   17   3   3   687   8   44  

保健師として就業  保健師以外に就業  

卒業者数  進学  その他  

保健所  市町村  エ場・事業所  学校  病院  介護老人 保健施設  その他  計   看護師  助産師  看護学 校教員  養護教 諭   その他  計   

平成15年   5727   71   309   15   55  2   16   469   4，363   187   33   48  4，642   409   207   

平成16年   6712   94   260   23   3   58   3   32   473   5，134   280   16   49   70  5，549   453   237   

平成17年   7270   51   220   14   6   74   0   44   409   5，635   429   8   60   55  6．187   446   228   

平成18年   8091   45   321   36   3   94   4   14   517   6，253   378   13   66   78  6．7∈ほ  455   331   

平成19年   8，615   53   397   32   4   73   2   40   601   6，790   4Z9   13   72   77  7，381   401   232   

※厚生労働省医政局看護課調べ  

－23－   



（参考）  

ヒヤリリヽツト事例として報告された事例に関する職種別従事者100人当たりの件数  

件数＊1  
報告施設におけ  

職種  る従事者数＊2  当たりの件数  
（3ケ月）    （粗い推計）   ＊3   

医師   1834   17，056   10．8   

歯科医師   35   794   4．4   

助産師   468   1，722   27．2   

看護師   40781   47．812   85．3   

准看護師   659   6，366   10＿4   

看護業務補助者   258   8，396   3．1   

薬剤師   1472   2，745   53．6   

管理栄養士   191   806   23，7   

栄養士   232   277   83．8   

診療放射線技師   612   2，599   23，5   

臨床検査技師   682   3，844   17．7   

衛生検査技師   9   19   48．3   

理学療法士（PT）   199   1，352   14．7   

作業療法士（OT）   84   916   9．2   

言語聴覚士〈ST）   14   277   仁1  

歯科衛生士   10   265   3．8   

視能訓練士   246   4．5   

社会福祉士   8   136   5．9   

介護福祉士   29   790   3．7   

臨床工学技士   227   716   31．7   

（件数）  
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【注】  

＊1財団法人日本医療機能評価機構医療事故防止事業部医療事故情報収集等事業第14回報告書（平成20年9月30日）第27回収集（平成20年1月～3月）  
＊2 常勤換算従事者数（平成18年病院報告）より病床規模別の医療機関あたりの従事者数を算出し、それらに病床規模別のヒヤリ・ハット事例収集事業定点医療機   

関数を乗じたものを合算したもの。  

＊3 ヒヤリ・ハット事例報告施設における従事者数（粗い集計）100人当たりのヒヤリハット事例報告件数  

－24－   



垂画  

話題提供資料  

‾ ‾、‾“1   

坂本委員  

太田委員  

暫藤校長  

小山教授  

3－1  

3－2  

3－3  

3－4  



資料 3－1  

坂本委員 資料  

第3回 看護の質の向上と確保に関する検討会  

平成20年12月25日（木）   



チーム医療の推進   
一急性期病院の視点－  

東京医療保健大学   

坂本 すが  

構成  

（医師と看護師・助産師の分担）  

1．救急外来における役割分担  
2．がん化学療法外来における役割分担  

和ケア病棟における役割分担  3．  

4．  

5．  

6．   

lCUにおける役割分担  

外来における役割分担（糖尿病外来）  

助産外来における役割分担   



対象：全ての患者  

○薬剤処左  

・看護師の予測の確認  

対象：侵襲性の高い処置が不要な患者  

（研修を受けた看護師は、ショック状態、肺血症、多臓器不全など  

で透析や循環補助を必要とする場合等も担当する）  

○薬剤投与と予測  

・ガイドラインに基づく薬剤投与   

（ボスミン、メイロン、電解質の補整など）  

・症状緩和のための薬剤投与の予測  

○林立の必要性の予測   

t検査結果のアセスメント  

○その他  

・気管内挿管後の人工呼吸器の設定  

○槙査オーダー  

・検査結果による診断  

・看護師の予測の確認  

○その他   

■気管内挿管  

・人工呼吸器の設定の確認  

O「ACLSガイドライン※」、施設で作成したガイドライン等を遵守  

○緊急時、看護師（研修を受けた看護師）は  

薬剤投与や検査の必要性を予測  
※ACLS（AdvancedCardiacLifeSupport＝二次救命処置）＝  2   

BLS（BasicLifeSupport：一次救命処置）よりも高次の技術や医療知識、医療機器を用いて行う救命処置。  

」 の予僅確  

地  

。 
○主鮒届蛸の  

療の薬剤の‡与東 商  

急変時の化学療法中断と緊急薬   のの号こ‘  

作用緩和ための薬剤投与予測  施設への聞き取りによると、患者の7割  

○主力ん剤の血管処遇出 

3璧蓋登曇霊宝め芸血芸翌 
頭の応  自  

3   



（背景）1）VHO方式の普及  

・研修等により看護師の知識が向上  
関東：学校法人立病院（約500床）  

看護師（教育を受けた看護師）  

0薬剤処五  

・鎮痛薬（モルヒネ）の処方   
・モルヒネ投与時の服薬指導  

・指示に基づく薬剤投与（基本処方量）  

・痛みが増強したときの臨時追加薬投与  

一痛みのアセスメントと投与量の評価  
（臨時追加薬使用量等から基本処方増量の相談）  

－副作用緩和のための薬剤投与の予測  
（包括指示の範囲内での緩下剤、制吐剤等の投与）  

基本処方＋臨時追加薬  

鎮痛補助薬、鎮静剤の処方  

○神経ブロック  

OWHO方式がん痔痛治療ガイドライン※1によるがん性痔痛緩和  

○緩和ケアに関するチーム医療が推進されている施設の看護師は、   

がん性痙痛緩和や症状緩和のための薬剤投与⑳必要性を予測  
○取りきれない苦痛がある場合、緩和ケアチーム（がん看護専門看護師、がん性療病認定看護師、医師、   
薬剤師等）に相談（鎮痛補助薬、神経ブロック、鎮静剤の適応判断）  

※11〃HO方式＝鎮痛薬を鎮痛作用と特性を考慮して三つの種矧こ分類し、その使用について5つのガイドラインが提示されている。  

4．1CU  

関東：企業立（約600床）  

看護師（院内教育を受けた看護師）  

与と畳遡上  ○薬剤投  
・必要な薬剤の予測  

・看護師の予測の確認  

・医師が包括的に対症指示  
夜間に必要な薬の予測と事前処方依頼   

（血圧コントロール、塩化カリウム、インスリン）  

■症状緩和のための薬剤投与の予測   
（不穏状態、疫病緩和のための薬剤）  

○その他  

・人工呼吸器の設定  

・徐細動の実施  

（ただし緊急時、事前に医師がパッド装着した者）  

○その他  

・人工呼吸器の予測の確認  

t徐細動実施  
（不整脈の患者への徐細動パッド装着   

徐細動実施後の確認）  

・院内のプロトコールに基づく役割分担と実施  

t看護師は指示の範囲内で薬剤投与の必要性を予測   



6．助産外来  

関東：企業立（約600床）  

○予約は、月～金フルタイムで可能（13枠／日）  

【妊婦からの意見】  

○待ち時間がない   

○一人につき30分のケア  

その人のために使う時間の確保  

○家族にも同時に関わってもらえる   

【医師からの意見】  

01日に2時間のゆとりがうまれた  

→医師からも妊婦からも好評   

費用対効果が高い   

助産師の人材確保に貢献  
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うまくいっているケース  うまくいっていないケース  

○患者のニーズをキャッチ   

して迅速に対応  

○患者への貢献  

○関係者がwin－Win  

●造影剤の注射  

○医師は期待  

○看護師は不安   

・薬剤や病態の知識不足   

・技術不足   

・副作用、急変時に  
対処できない  

●検査予約（CT・内視鏡など）   

○医師は不安   

t知識・技術のない  

看護師には任せられない   

・病態の理解一緊急度の  

条件  

○任せられる看護師が   

いた／つくった  

○看護師もやりがい  

○医師も信頼した  

○役割分担が明確  
○プロトコールがある  

判断が必要  

熟  
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資料 3－2  

太田委員 資料  

第3回 看護の質の向上と確保に関する検討会  

平成20年12月25日（木）   



爵 報告者の立場   

r79年（S．54）医学部卒（各県一医大構想 専門医志向に拍車）  

大学院（脊髄電気生理学）修了後、講師、医局長→大学病院で専門性高い先進医療に携わる  

麻酔科標模医  

日本整形外科学会認定専門医 〔学会認定専門医制度発足（S．63）〕  

‘92年（H．4）開業（訪問看護開始）  

’76年（S．51）病院死50％：在宅死50％   

国民の大病院、専門医志向強まる  
‘81年（S．56）老人保健法   

高齢者施設 老人病院整備  
‘07年（H．19）病院死85％：在宅死15％   

病院死に歯止め 在宅終末期医療への期待高まる  

在宅医療■訪問看護を取り上げたTVドラマ   

「渡る世間は鬼ばかり」・「風のガーデン」など   



2005年5月 フジテレビ  死を意識した人々の  

残された日々への想いを通じて  

あらためて生きることの意味を  

訪問看護師が問う  

山田太一 脚フ  

金曜エンタテイメント  

花山美代（市原悦子）は、訪問看護師として、死を間近に意識した患者たちの自宅療養を支えてい  
る。一度倒れて以来、妻が口を聞いてくれなくなったと愚痴る野口重昭（神山繁）。  

商売が軌道にのったからと手術を拒否して自宅療養を続ける今泉典子（吉田日出子）。18歳の秋  
月恵美（上野樹里）は、どうしても、かつて住んで居た街に行ってみたいと言う。   

誰もがいつ訪れるかも知れない、間近に迫った死をみつめながら、それでも懸命に生きている。  

「訪問看護師は見た」と、守秘義務を守らず事件を解決してしまったらどうしよう4！！   



翠 在宅医療を目指した動機   

術後歩行能力獲得し退院後、寝たきりとなり裾癒合併  
→臓器別医療に疑問 看護の重要性再認識   

寝たきり高齢者への過剰な医療 四肢抑制 向精神薬投与など  

→高齢者医療のあり方に疑問 生活ケアの重要性再認識  

（「寝たきり老人のいる国、いない国」大熊由紀子著’90年初版）   

‘91年（什3）   

車椅子の身体障害者と海外旅行→医療を必要な人に医療がない  

→機動力ある医療の意義再認識  
‘92年（H．4）   

訪問看護を基軸とし、往診医療も行う診療所開設 24時間・365日対応   

訪問看護師 2名（非常勤 2名）PT（非常勤1名）パートナー医（1名）   

‘08年（H．20）現在   

在宅療養支援診療所 4箇所（行政と連携のため基礎自治体）   

介護老人保健施設   

訪問看護ステーション3箇所  

（→平成17年 2箇所に統合 医療法人立および有限会社立）   

その他介護保険事業所、グループホーム（NPO）、宅老所（NPO）など運営  

おやま城北クリ  

午前 外来  

午後 訪問診療   

在宅医療  

訪問看護  

24時間t365日  
対応  

1992年4月開院   
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■ 平成20年11月 在宅医療実績  

蔵の街診療所（栃木市）おやま城北クリニック（小山市）生きいき診療所（結城市）   

午前中外来診療 午後往診 常勤医4名（非常勤医・夜間対応 3名）   

在宅医療対象者 年齢 5歳～100歳（2名）   

対象者170名（内施設 GH 高専賃 37名）介護保険146名 医療保険 24名   

訪問診療（定期的往診）381件 往診（夜間を含む）71件（夜間13件）   

在宅看取り数 6件   

■ 訪問看護実績（平成20年11月）   

○ わくわく訪問看護ステーション（医療法人立）常勤5名 非常勤3名   

対象者121名 延べ訪問件数 288件（内リハ123件）  
時間外19件（内 医師の往診同行7件）看取り 6件（5例 当法人）  

○ オリーブ訪問看護ステーション（有限会社立）常勤1名 非常勤5名   

対象者 69名 延べ訪問件数 260件  
時間外 4件（内 医師の往診同行1件） 看取り1件   



醐 訪問着護ステーション 経営収支 （わくわく訪問看護ステーション）  

平成19年 保険請求額等  4500万円  
人件費（85％）  3700万円  
利益 （4％）  180万円  

他の固定費  300万円  
（家賃 65000円／月 駐車場 請求ソフト   

パソコンメンテナンス等）  

給与   

常勤   450万円～520万円（税込み）／年  
非常勤 200万円～300万円（税込み）／年  

■ 訪問看護の実際  
患者・家族にとっての弁護士役 医師にとっての諜報部員役  

医師の負担感 相当減少   

i）ファースト・コールを受ける 緊急往診時同行する   

（小さな健康不安、些細な疑問その場で解消 在宅医療への信植厚くする・継続のコツ）  

ii）パルン・胃療等トラブル、点滴、ポート、ストマなど訪看が対応可能  
iiり意外に多い薬関連の疑問（薬剤師にかわり看護師が対応）  

iv）医師に聞けないことを気楽に、世間話や愚痴など   
v）急変→救急搬送回避   

（救急搬送の10％は高齢者施設 －ケ月後生存4％読売12月10日）  

高齢者急変の原因 脱水が引き金（大部分）   

生活情報重要：なんとなく元気ない→濃い尿尿量の減少→微熱→急変  

早めの補液 急変回避（看護師が対応可能）  

日勤帯で対応 →夜間呼びあげの回避   

Vi）死後の処置  

Vii）グリーフケア（悲嘆ケア）  

虚弱高齢者への対応 補液、涜腸、導尿（訪看）  
サチュレーション低下 呼吸数で肺炎診断可能（酸素 業者 抗生剤 訪看）  
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■ チーム医療の手法   

○ 顔の見えるコミュニケーション 世間話できる関係性  

訪問看護部（ステーションと診療所が隣接 法人内チーム 一心同体   

外部訪問看護ステーション 難しい  

○ 情報共有ツール PCの操作不得手な訪問看護師（40歳代後半）   

電話連絡 携帯電話活用（H4年当時 PB）   

ICの活用  

法人内メーリングリスト  

写真メールの活用（日常的なte［emedicine）  

ファクシミリ  

患者宅ベッドサイドの情報交換連絡帳  

意外に便利（多職種協働との連携 薬剤師や介護職）  

情報提供書の郵送   

○ ケアカンファレンス参加  

■ 介護保険制度のなかでの訪問看護師の役割  

i）訪問看護ステーションから行う訪問リハビリテーションの調整   

ii）要介護3～5レベル在宅療養者  

在宅酸素療法施行症例やがん末期症例など医療依存度が高い、  
或いは、重度認知症の在宅療養者には、  

重症化予防の見地から訪問看護導入を必須条件とすべき  
（当面は努力義務としても＝）。   

iii）療養通所介護 デイサービスにおける看護の視点   

iv）特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）への訪問看護の拡大（癌以外）  

v）ケアマネジャー資格取得（介護保険制度の理解）  

vi）多職種協働連携の要（ケアマネジメント能力）   



艶 医師と訪問看護師の連携に関するその他の課題  

ケアマネジャーが調整  

（ケアマネの力量により、医療依存度高い症例の施設誘導で中止）   

勉強会、フォーラム、研究会、講演会（講師）などで名刺交換   

HPからの情報   

メディア（雑誌、TV、新聞）で紹介 過剰な期待（負の側面）   

病診連携室からの紹介（訪問看護ステーションから病院への情報提供貴重）   

稀に行政からの紹介（機能する地域包括支援センターもある）   

家族が直接、訪問看護ステーションヘ相談■  

21世紀の医療 さまざまなパラダイムシフト  

○ 疾病から障害へ 治すから支えるへ キュア（cure）からケア（care）へ   

○ 医療から生活へ （薬から食事へ）   

○ 長寿から天寿へ （いのちの量から質へ）   

○ 急性期医療から終末期医療へ（死は医学の敗北でない）   

○ 病院から地域へ （病院医療から在宅医療へ）   

○ 自宅から共生型住まいへ（厚生労働省から国土交通省へ）   

○ 専門医から総合医へ （臓器から人間へ）   

○ 専門職から多職種協働へ（医師から看護師へ）   

O EBMからNBMへ  

施設看護から在宅看護へ訪問看護へ光を！  
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